
在職者調整の実施について 

 

 

 

平成 26 年４月１日時点で在職している職員について、26.4.1 の昇給に併せて下表のとおり号給

を調整する。 

ただし、経験月数を有して採用されている職員については採用日から経験月数分遡った仮定採

用年度における調整号給とする。 

なお、平成 26 年４月１日以降に経験月数を有して採用される職員の初任給決定に際しても同様

の調整を行うものとする。 

 

 

 ＜行政職給料表適用者＞※前歴のないストレート採用者の場合 

区分 対象職員 調整号給 

上級 
平成２５年度に採用された職員 

平成２４年度に採用された職員 

２号給 

１号給 

中級 

平成２４年度及び平成２５年度に採用された職員 

平成２３年度に採用された職員 

平成２２年度に採用された職員 

３号給 

２号給 

１号給 

初級 

平成２２年度から平成２５年度に採用された職員 

平成２１年度に採用された職員 

平成２０年度に採用された職員 

３号給 

２号給 

１号給 

 

・その他の給料表適用者についても行政職と同様に在職者調整を実施する。 

・調整日（H26.4.1）に採用時の職務の級より上位の級へ昇格している職員については、当該昇格が

なかったものとして採用時の級で仮定昇給及び号給調整を行い調整日に昇格したものとして得ら

れる号給と調整がなかった場合に得られる号給とを比較して有利な号給に決定する。 



採用
年次

H20.4
初級

H22.4
中級

H24.4
上級

H21.4
初級

H23.4
中級

H25.4
上級

H22.4
初級

H24.4
中級

H26.4
上級

H23.4
初級

H25.4
中級

H27.4
上級

H24.4
初級

H26.4
中級

H28.4
上級

H25.4
初級

H27.4
中級

H29.4
上級

H26.4
初級

H28.4
中級

H30.4
上級

２０．４ １－　５

２１．４ １－　９ １－　５

２２．４ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２３．４ １－１７ １－１９ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２４．４ １－２１ １－２３ １－２５ １－１７ １－１９ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２５．４ １－２５ １－２７ １－２９ １－２１ １－２３ １－２５ １－１７ １－１９ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２６．４ １－２９ １－３１ １－３３ １－２５ １－２７ １－２９ １－２１ １－２３ １－２８ １－１７ １－１９ １－１３ １－１８ １－　９ １－　８

２７．４ １－３３ １－３５ １－３７ １－２９ １－３１ １－３３ １－２５ １－２７ １－３２ １－２１ １－２３ １－２８ １－１７ １－２２ １－１３ １－１８ １－１２

２８．４ ２－　５ ２－　７ ２－　９ １－３３ １－３５ １－３７ １－２９ １－３１ １－３６ １－２５ １－２７ １－３２ １－２１ １－２６ １－２８ １－１７ １－２２ １－１６ １－１８

２９．４ ２－　９ ２－１１ ２－１３ ２ー　５ ２－　７ ２－　９ １－３３ １－３５ １－４０ １－２９ １－３１ １－３６ １－２５ １－３０ １－３２ １－２１ １－２６ １－２８ １－２０ １－２２

３０．４ ２－１３ ２－１５ ２－１７ ２－　９ ２－１１ ２－１３ ２ー　５ ２－　７ ２－１２ １－３３ １－３５ １－４０ １－２９ １－３４ １－３６ １－２５ １－３０ １－３２ １－２４ １－２６ １－２８

＜参考＞

在調後

在調前

行政職給料表の昇給経過

採用
年次

H20.4
初級

H22.4
中級

H24.4
上級

H21.4
初級

H23.4
中級

H25.4
上級

H22.4
初級

H24.4
中級

H26.4
上級

H23.4
初級

H25.4
中級

H27.4
上級

H24.4
初級

H26.4
中級

H28.4
上級

H25.4
初級

H27.4
中級

H29.4
上級

H26.4
初級

H28.4
中級

H30.4
上級

２６．４
調整

＋１号 ＋１号 ＋１号 ＋２号 ＋２号 ＋２号 ＋３号 ＋３号
新基
準

＋３号 ＋３号
新基
準

＋３号
新基
準

新基準 ＋３号 新基準 新基準 新基準 新基準 新基準

２０．４ １－　５

２１．４ １－　９ １－　５

２２．４ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２３．４ １－１７ １－１９ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２４．４ １－２１ １－２３ １－２５ １－１７ １－１９ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２５．４ １－２５ １－２７ １－２９ １－２１ １－２３ １－２５ １－１７ １－１９ １－１３ １－１５ １－　９ １－　５

２６．４ １－３０ １－３２ １－３４ １－２７ １－２９ １－３１ １－２４ １－２６ １－２８ １－２０ １－２２ １－１６ １－１８ １－１２ １－　８

２７．４ １－３４ １－３６ １－３８ １－３１ １－３３ １－３５ １－２８ １－３０ １－３２ １－２４ １－２６ １－２８ １－２０ １－２２ １－１６ １－１８ １－１２

２８．４ ２－　６ ２－　８ ２－１０ １－３５ １－３７ １－３９ １－３２ １－３４ １－３６ １－２８ １－３０ １－３２ １－２４ １－２６ １－２８ １－２０ １－２２ １－１６ １－１８

２９．４ ２－１０ ２－１２ ２－１４ ２ー　７ ２－　９ ２－１１ １－３６ １－３８ １－４０ １－３２ １－３４ １－３６ １－２８ １－３０ １－３２ １－２４ １－２６ １－２８ １－２０ １－２２

３０．４ ２－１４ ２－１６ ２－１８ ２－１１ ２－１３ ２－１５ ２ー　８ ２－１０ ２－１２ １－３６ １－３８ １－４０ １－３２ １－３４ １－３６ １－２８ １－３０ １－３２ １－２４ １－２６ １－２８

＜参考＞
在調後


	在職者調整の実施について１
	在職者調整の実施について２

